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令和８年度介護事業経営実態調査の実施について（案） 

 

令和８年度介護事業経営実態調査（以下「実態調査」という。）については、以

下の基本的な考え方に沿って調査を行ってはどうか。 

 

１ 調査の目的 

各サービス施設・事業所の経営状況を把握し、次期介護保険制度の改正及び

介護報酬の改定に必要な基礎資料を得ることを目的とする。 

 

２ 調査時期及び公表時期 

（１）調査時期 

   令和８年５月（令和７年度の決算額を調査） 

参考：令和５年度実態調査の調査時期は令和５年５月 

（令和４年度決算額を調査） 

令和７年度介護事業経営概況調査の調査時期は令和７年５月 

（令和５年度及び令和６年度決算額を調査） 

 

（２）公表時期 

    社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会における結果

の公表は、令和８年 10 月頃を予定。その後、介護給付費分科会に報告。 

参考：令和５年度実態調査の公表時期は令和５年 11 月 

   令和２年度実態調査の公表時期は令和２年 10 月 

 

３ 調査対象等 

（１）調査対象 

全ての介護保険サービス 

 

（２）抽出方法 

層化無作為抽出法により抽出（令和５年度実態調査と同様） 

 

（３）抽出率 

別表参照 

 

（４）調査項目 

   サービス提供の状況、居室・設備等の状況、職員配置や職員給与の状

況、収入の状況、支出の状況 等 
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４ 調査の基本方針 

（１）調査票について 

調査票については、各サービスの収入及び支出等のデータについて、引

き続き漏れなく取得する必要があることから、令和７年度介護事業経営概

況調査（以下「概況調査」という。）の調査項目を基本としつつ、必要な見

直しを行う。 

 

  ○ 食事の提供に関する項目 

     施設系サービスについて、食費に計上される食事提供回数を把握する

ための調査項目を追加する。 

 

  ○ 訪問系及び通所系サービスにおけるサービス提供状況に関する項目 

     令和７年度概況調査では、訪問系サービスについて、訪問先の状況、

訪問に係る移動手段及び移動時間を把握するための調査項目を追加し

た。 

     令和８年度実態調査についても、これらの調査項目を反映することと

し、反映にあたっては、訪問回数における訪問先の状況をより精緻に把

握できるよう見直す。また、通所系サービスについても、同様の調査項

目を追加する。 

 

  ○ 介護テクノロジーの導入状況等に関する項目 

     令和７年度概況調査において、介護ロボットや ICT 等の介護テクノロ

ジーについて、その導入状況や保守・点検等のランニングコストを把握

するための調査項目を追加した。 

     令和８年度実態調査についても、これらの内容を反映することとし、

反映にあたっては、介護テクノロジーの機器別に保守・点検等のランニ

ングコストを把握できるよう見直す。 

 

  ○ 介護保険事業費補助金に関する項目 

     「介護保険事業費補助金」について、介護従事者の賃金引き上げに係

る補助金や介護サービスの継続支援に係る補助金の効果も踏まえた分析

が行えるよう、それらの補助金収入の金額を記載する欄を追加する。 

 

（２）回収率及び有効回答率の確保策 

① 既存情報の活用 

全ての請求事業所がデータ化されている「介護保険総合データベース」

を引き続き活用する。 

これにより、全国の施設・事業所情報を把握できることに加え、直近

の活動状況を確認できることから、休廃止した施設・事業所への調査票

の配布を減らすことが可能となる。 
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  ② 建物の状況や面積等のプレプリント対応 

     毎年変わる可能性の低い建物の状況や面積等について、これまでの調

査と同一の施設・事業所については、記入者負担に配慮し、引き続きプ

レプリントを行う。 

 

③ オンライン調査の促進 

調査票の記入や提出の負担を軽減するため、紙の調査票による調査に

加えて、調査専用ホームページを利用したオンライン調査を引き続き実

施し、その積極的な活用を推奨する。 

また、電子調査票は返送期間がなく作業期間の短縮を図ることができ

ること等から、回答期限について紙の調査票より１週間程度延伸する。 

 

④ 一括送付の仕組み 

当調査では、これまで調査対象となった施設・事業所に対して調査票

を送付してきたが、法人本部が関与することで回収率や記載の正確性が

向上すると考えられることから、令和５年度実態調査より、希望する法

人については、法人本部に対して調査対象となった施設・事業所名の伝

達や調査票の一括送付を行っている。 

令和８年度実態調査においても、この仕組みを引き続き活用する。 

   

⑤ その他 

調査票発送時にアンケートを同封し、回答にあたって困難を感じてい

る点等を把握することや、調査票の督促時に未回答の理由を把握するこ

と（※）により、次回の概況調査に向けて調査手法等の改善を図るとと

もに、調査票の提出意欲を喚起するため、電子調査票に所定の項目を入

力すると経営分析に参考となる指標が得られる計算式を組み込む等の取

組を引き続き実施する。 

※ 業務多忙や調査内容が複雑といった理由の詳細を把握することなど 

を想定。 

 

（参考） 

実態調査の有効回答率：令和２年度調査 45.2％ → 令和５年度調査 48.3％ 

概況調査の有効回答率：令和４年度調査 48.3％ → 令和７年度調査 46.2％ 
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５ 具体的な調査項目 ※介護老人福祉施設票の例 

調査項目については、調査年度の修正や形式的な変更を除き、令和７年度

概況調査の項目を基本とする。 

○：調査している項目 

－：調査していない（今回調査から外す）項目 

（１）施設の概要 

調査項目 今回調査 令和７年度 
概況調査 

令和５年度 
実態調査 理由 

開設年月 ○ ○ ○ 

既存情報から取得できないため、令
和７年度概況調査と同様に調査。 

経営主体 ○ ○ ○ 

会計期間の状況 ○ ○ ○ 

会計の区分状況 ○ ○ ○ 

サービス提供の状況 ○ ○ ○ 支出項目の按分等に必要であり、既
存情報から取得できないため、令和
７年度概況調査と同様に調査。 
 
※ サービス提供の状況及び併設
サービスの状況について、延べ食
事提供回数の記入欄を追加。 

 
※ 介護テクノロジーの導入状況
について、介護テクノロジーの機
器別に保守・点検等のランニング
コストの記入欄を追加。 

 

介護テクノロジーの導入状

況 
○ ○ － 

併設サービスの状況 ○ ○ ○ 

 

（２）建物の状況 

調査項目 今回調査 令和７年度 
概況調査 

令和５年度 
実態調査 理由 

建築年月 

※施設サービスのみ 
○ ○ ○ 

既存情報から取得できないため、令

和７年度概況調査と同様に調査。 保有形態 

※施設サービスのみ 
○ ○ ○ 

建築延べ床面積 ○ ○ ○ 
支出項目の按分等に必要であり、既

存情報から取得できないため、令和

７年度概況調査と同様に調査。 

入所部分、通所部分の各施
設・設備に係る延べ床面積 ○ ○ ○ 

上記以外の介護保険サービ
スに係る専用延べ床面積 ○ ○ ○ 
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（３）職員数と職員給与 

調査項目 今回調査 令和７年度 
概況調査 

令和５年度 
実態調査 理由 

職種別職員配置の状況 ○ ○ ○ 

支出項目の按分等に必要であり、既

存情報から取得できないため、令和

７年度概況調査と同様に調査。 

職種別給料 ○ ○ ○ 

通勤手当 ○ ○ ○ 

賞与又は賞与引当金繰入 ○ ○ ○ 

退職給与引当金の実施、退
職金に関わる共済等への加
入の状況 

○ ○ ○ 

法定福利費（事業主負担） ○ ○ ○ 

 

（４）収支等の状況 

① 事業収入等 

調査項目 今回調査 令和７年度 
概況調査 

令和５年度 
実態調査 理由 

介護福祉施設介護料収入 
（収益） ○ ○ ○ 

既存情報から取得できないため、令

和７年度概況調査と同様に調査。 

 

※ 補助金収入について、介護従事

者の賃金引き上げや介護サービ

スの継続支援に係る補助金収入

の金額の記入欄を追加。 

居宅介護料収入（収益） ○ ○ ○ 

居宅介護支援介護料収入 
（収益） ○ ○ ○ 

介護予防・日常生活支援総
合事業費収入（収益） ○ ○ ○ 

保険外の利用料による収入 
（収益） ○ ○ ○ 

補助金収入（収益） ○ ○ ○ 

その他の収入（収益） ○ ○ ○ 

介護報酬査定減 ○ ○ ○ 

 

② 拠点区分間繰入金による支出 

調査項目 今回調査 令和７年度 
概況調査 

令和５年度 
実態調査 理由 

設備資金借入金元金償還金
支出 ○ ○ ○ 

既存情報から取得できないため、令

和７年度概況調査と同様に調査。 長期運営資金借入金元金償
還金支出 ○ ○ ○ 

拠点区分間繰入金支出 ○ ○ ○ 
特別損益の按分に必要であり、既存

情報から取得できないため、令和７

年度概況調査と同様に調査。 
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③ 事業支出等（社会福祉法人会計基準） 

調査項目 今回調査 令和７年度 
概況調査 

令和５年度 
実態調査 理由 

サービス活動費用  
 人件費 ○ ○ ○ 

既存情報から取得

できないため、令

和７年度概況調査

と同様に調査。 

 うち派遣職員費 ○ ○ ○ 

事務費 ○ ○ ○ 

 福利厚生費 ○ ○ ○ 

旅費交通費 ○ ○ ○ 

研修研究費 ○ ○ ○ 
事務消耗品費 ○ ○ ○ 

印刷製本費 ○ ○ ○ 

水道光熱費 ○ ○ ○ 
燃料費 ○ ○ ○ 

修繕費 ○ ○ ○ 

通信運搬費 ○ ○ ○ 
広報費 ○ ○ ○ 

業務委託費 ○ ○ ○ 

 給食委託費 ○ ○ ○ 
送迎委託費 ○ ○ ○ 

清掃委託費 ○ ○ ○ 

その他の委託費 ○ ○ ○ 
保険料 ○ ○ ○ 

 自動車保険料 ○ ○ ○ 

その他の保険料 ○ ○ ○ 
賃借料 ○ ○ ○ 

 設備機械 ○ ○ ○ 

その他の賃借料 ○ ○ ○ 
土地・建物賃借料 ○ ○ ○ 

 土地 ○ ○ ○ 

建物及び建物付付属設備 ○ ○ ○ 
租税公課 ○ ○ ○ 

  保守料 ○ ○ ○ 

  雑費 ○ ○ ○ 

  その他経費 ○ ○ ○ 

 事業費 ○ ○ ○ 

  給食費 ○ ○ ○ 
介護用品費 ○ ○ ○ 

保健衛生費 ○ ○ ○ 

水道光熱費 ○ ○ ○ 
燃料費 ○ ○ ○ 

消耗器具備品費 ○ ○ ○ 
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調査項目 今回調査 令和７年度 
概況調査 

令和５年度 
実態調査 理由 

保険料   ○ ○ ○ 

既存情報から取得

できないため、令

和７年度概況調査

と同様に調査。 
 
※ （１）施設の概

要の介護テクノ

ロジーの導入状

況で機器別に調

査。 

賃借料 ○ ○ ○ 

 設備器械 ○ ○ ○ 

 その他の賃借料 ○ ○ ○ 

  車輌費 ○ ○ ○ 

  雑費 ○ ○ ○ 

  その他経費 ○ ○ ○ 

 減価償却費 ○ ○ ○ 

 建物及び建物付属設備減価償却費 ○ ○ ○ 

車両船舶設備減価償却費 ○ ○ ○ 
特殊浴槽減価償却費 ○ ○ ○ 

その他の減価償却費 ○ ○ ○ 

国庫補助金等特別積立金取崩額 ○ ○ ○ 
徴収不能額 ○ ○ ○ 

徴収不能引当金繰入 ○ ○ ○ 

その他 ○ ○ ○ 

サービス活動費用計 ○ ○ ○ 

 うち人材紹介手数料 ○ ○ ○ 

 

 
うち介護テクノロジーの保守・点検

等に係る費用 
－（※） ○ － 

 うち消費税課税対象費用計 ○ ○ ○ 
サービス活動外収益 ○ ○ ○ 

 うち借入金利息補助金収益 ○ ○ ○ 
サービス活動外費用 ○ ○ ○ 

 うち支払利息 ○ ○ ○ 

特別収益 ○ ○ ○ 

  うち拠点区分間繰入金収益 ○ ○ ○ 

  うち本部会計からの繰入金収益 ○ ○ ○ 

特別費用 ○ ○ ○ 

 

うち拠点区分間繰入金費用 ○ ○ ○ 

うち本部会計への繰入金費用 ○ ○ ○ 

 うち法人本部に帰属する経費：

役員報酬・退職金手当等の運営

費に限る（他の事業のための費

用等を除く） 

○ ○ ○ 

   うち消費税課税対象費用計 ○ ○ ○ 

 



別表

令和５年度
（2023）

令和２年度
（2020）

平成29年度
（2017）

令和７年度
（2025）

令和４年度
（2022）

令和元年度
（2019）

　介護老人福祉施設 8,540  1/4  1/4  1/4  1/4  1/4  1/4  1/4

　介護老人保健施設 4,137  1/4  1/4  1/4  1/4  1/4  1/4  1/4

　介護医療院 918  1/1  1/1  1/1 -  1/1  1/1 -

　訪問介護 35,497  1/8  1/10  1/10  1/10  1/20  1/25  1/25

　訪問入浴介護 1,584  1/2  1/2  1/2  1/2  1/4  1/4  1/4

　訪問看護 16,874  1/10  1/10  1/10  1/10  1/25  1/25  1/25

　訪問リハビリテーション 5,680  1/2  1/2  1/2  1/2  1/6  1/6  1/6

　通所介護 24,526  1/10  1/10  1/10  1/10  1/25  1/25  1/25

　通所リハビリテーション 7,769  1/5  1/5  1/5  1/5  1/10  1/10  1/10

　短期入所生活介護 10,801  1/7  1/7  1/7  1/7  1/20  1/20  1/20

　特定施設入居者生活介護 6,017  1/4  1/4  1/4  1/4  1/5  1/5  1/5

　福祉用具貸与 7,124  1/2  1/2  1/2  1/2  1/20  1/20  1/20

　居宅介護支援 35,943  1/20  1/20  1/20  1/20  1/25  1/25  1/25

　定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1,397  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1

　夜間対応型訪問介護 184  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1

　地域密着型通所介護 18,130  1/10  1/10  1/10  1/10  1/25  1/25  1/25

　　(再掲）療養通所介護 71  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1

　認知症対応型通所介護 2,716  1/2  1/2  1/2  1/2  1/8  1/8  1/8

　小規模多機能型居宅介護 5,361  1/2  1/2  1/2  1/2  1/12  1/12  1/12

　認知症対応型共同生活介護 14,233  1/12  1/12  1/12  1/12  1/20  1/20  1/20

　地域密着型特定施設入居者生活介護 366  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1

　地域密着型介護老人福祉施設 2,559  1/2  1/2  1/2  1/2  1/3  1/3  1/3

  看護小規模多機能型居宅介護 1,108  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1

※　事業所数は「介護給付費等実態統計（令和７年４月審査分）」（厚生労働省政策統括官（統計･情報システム管理、労使関係担当））の数値である。

※　本調査は、政府統計の一般統計調査である。総務大臣の承認を受ける審査の過程等で抽出率等調査事項について変動があり得る。

介護事業経営実態調査

参考

令和８年度介護事業経営実態調査の抽出率について

事業所数
（母集団数）

令和８年度
実態調査
抽出率

介護事業経営概況調査
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